
様式第１号（第３条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 
三次市エネルギー・食料品価格等高騰対応生

活応援給付事業システム 

行政機関等の名称 三次市長 

個人情報ファイルが利用に

供される事務をつかさどる

組織の名称 

経営企画部企画調整課企画調整係 

個人情報ファイルの利用目

的 

三次市エネルギー・食料品価格等高騰対応生

活応援給付事業の支給状況等の管理等を行

う。 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４生年月日、５世

帯構成員氏名、６世帯構成員生年月日、７続

柄、８支給金額 

記録範囲 三次市に住民登録のある者又はあった者 

記録情報の収集方法 市長の職権、本人等からの届け出 

要配慮個人情報が含まれる

ときは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 該当なし 

開示請求等を受理する組織

の名称及び所在地 

（名称）三次市総務部総務課行政係 

（所在地）〒728-8501 広島県三次市十日市中二丁目8番1号 

訂正及び利用停止に関する

他の法令の規定による特別

の手続等 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

☐有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の

提案の募集をする個人情報

ファイルである旨 

該当なし 

行政機関等匿名加工情報の

提案を受ける組織の名称及

び所在地 

 

行政機関等匿名加工情報の

概要 

 

作成された行政機関等匿名

加工情報に関する提案を受

ける組織の名称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名

加工情報に関する提案をす

ることができる期間 

 

記録情報に条例要配慮個人

情報が含まれているときは

含まない 



その旨 

備考 
 

 



様式第１号（第３条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 
三次市電力・ガス・食料品等価格高騰対応生

活応援給付事業システム 

行政機関等の名称 三次市長 

個人情報ファイルが利用に

供される事務をつかさどる

組織の名称 

経営企画部企画調整課企画調整係 

個人情報ファイルの利用目

的 

三次市電力・ガス・食料品等価格高騰対応生

活応援給付事業の支給状況等の管理等を行

う。 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４生年月日、５世

帯構成員氏名、６世帯構成員生年月日、７続

柄、８支給金額 

記録範囲 三次市に住民登録のある者又はあった者 

記録情報の収集方法 市長の職権、本人等からの届け出 

要配慮個人情報が含まれる

ときは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 該当なし 

開示請求等を受理する組織

の名称及び所在地 

（名称）三次市総務部総務課行政係 

（所在地）〒728-8501 広島県三次市十日市中二丁目8番1号 

訂正及び利用停止に関する

他の法令の規定による特別

の手続等 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

☐有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の

提案の募集をする個人情報

ファイルである旨 

該当なし 

行政機関等匿名加工情報の

提案を受ける組織の名称及

び所在地 

 

行政機関等匿名加工情報の

概要 

 

作成された行政機関等匿名

加工情報に関する提案を受

ける組織の名称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名

加工情報に関する提案をす

ることができる期間 

 

記録情報に条例要配慮個人

情報が含まれているときは

含まない 



その旨 

備考 
 

 



様式第１号（第３条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 特別定額給付金台帳 

行政機関等の名称 三次市長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

経営企画部企画調整課企画調整係 

個人情報ファイルの利用目的 特別定額給付金の支給状況等の管理等を行う。 

記録項目 

1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5世帯構成

員氏名、6世帯構成員生年月日、7続柄、8支給

金額、9金融機関情報、10振込口座番号 

記録範囲 三次市に住民登録のある者又はあった者 

記録情報の収集方法 市長の職権、本人等からの届出 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 該当無し 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名称）三次市総務部総務課行政係 

（所在地）〒728-8501 広島県三次市十日市中二丁目8番1号 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

該当無し 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル

） 政令第２１条第７項に該当する

ファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

該当無し 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概

要 

 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

 

記録情報に条例要配慮個人情

報が含まれているときはその

旨 

含まない 

備考  

 



様式第１号（第３条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 特別定額給付金台帳システム 

行政機関等の名称 三次市長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

経営企画部企画調整課企画調整係 

個人情報ファイルの利用目的 特別定額給付金の支給状況等の管理等を行う。 

記録項目 

1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5世帯構成

員氏名、6世帯構成員生年月日、7続柄、8支給

金額、9金融機関情報、10振込口座番号 

記録範囲 三次市に住民登録のある者又はあった者 

記録情報の収集方法 市長の職権、本人等からの届出 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 該当無し 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名称）三次市総務部総務課行政係 

（所在地）〒728-8501 広島県三次市十日市中二丁目8番1号 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

該当無し 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル

） 政令第２１条第７項に該当する

ファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

該当無し 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概

要 

 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

 

記録情報に条例要配慮個人情

報が含まれているときはその

旨 

含まない 

備考  

 



様式第１号（第３条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 統計表彰者一覧 

行政機関等の名称 三次市長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

経営企画部企画調整課統計係 

個人情報ファイルの利用目的 
各統計調査の表彰受賞者の管理等を行う。 

統計調査員表彰の推薦を行う資料として利用 

記録項目 
1調査年度、2所管区分、3調査等名、4表彰対

象、5氏名（名称） 

記録範囲 
統計調査員としての功績による表彰歴のある

者 

記録情報の収集方法 市長の職権、各統計調査表彰者決定通知 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 該当無し 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名称）三次市総務部総務課行政係 

（所在地）〒728-8501 広島県三次市十日市中二丁目8番1

号 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 

該当無し 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル

） 政令第２１条第７項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨 

該当無し 

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間 

 

記録情報に条例要配慮個人情報

が含まれているときはその旨 

含まない 

備考 
 

 



様式第１号（第３条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 統計調査員台帳 

行政機関等の名称 三次市長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

経営企画部企画調整課統計係 

個人情報ファイルの利用目的 
統計調査の実施状況等の管理を行う。 

統計調査員表彰の推薦を行う資料として利用 

記録項目 

1氏名、2住所、3生年月日、4年齢、5性別、6

電話番号、7職業、8各統計調査実施年、9各

統計調査実施回数 

記録範囲 統計調査を実施した者 

記録情報の収集方法 市長の職権、各統計調査調査員任命通知 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 該当無し 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名称）三次市総務部総務課行政係 

（所在地）〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 

該当無し 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル

） 政令第２１条第７項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨 

該当無し 

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間 

 

記録情報に条例要配慮個人情報

が含まれているときはその旨 

含まない 

備考 
 

 



様式第１号（第３条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 ふるさと納税事務 

行政機関等の名称 三次市長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

経営企画部秘書広報課広報プロモーション係 

個人情報ファイルの利用目的 ふるさと納税事務 

記録項目 

1個人番号、2氏名、3性別、4生年月日・年齢、

5住所、6電話番号、7課税・納税状況、8取引状

況 

記録範囲 ふるさと納税寄附者 

記録情報の収集方法 ふるさと納税寄附 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 該当無し 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名称）三次市総務部総務課行政係 

（所在地）〒728-8501広島県三次市十日市中二丁目8番1号 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

該当無し 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル

） 政令第２１条第７項に該当する

ファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

該当無し 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概

要 

 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

 

記録情報に条例要配慮個人情

報が含まれているときはその

旨 

含まない 

備考  

 



様式第１号（第３条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 市民のポスト 

行政機関等の名称 三次市長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

経営企画部秘書広報課秘書係 

個人情報ファイルの利用目的 「市民のポスト」への回答 

記録項目 
1氏名、2住所、3電話番号、4メールアドレス、

5性別、6年齢 

記録範囲 市民のポストに投函された方 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 三次市における実施機関内部 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名称）三次市総務部総務課行政係 

（所在地）〒728-8501 広島県三次市十日市中二丁目8番1号 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

該当無し 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル

） 政令第２１条第７項に該当する

ファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

該当無し 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概

要 

 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

 

記録情報に条例要配慮個人情

報が含まれているときはその

旨 

含まない 

備考 
 

 


